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指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則をここに公布する。
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
（指定生活介護等に係る食事の提供に要する費用）
第１条　指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈川県条例第９号。以下「条例」という。）第84条第４項（条例第95条の５及び第98条において準用する場合を含む。）に規定する条例第84条第３項第１号に掲げる費用については、食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針（平成18年厚生労働省告示第545号。以下「指針」という。）第１号及び第２号イに定めるところによる。
（指定短期入所等に係る食事の提供に要する費用及び光熱水費）
第２条　条例第105条第４項（条例第110条の４及び第112条において準用する場合を含む。）に規定する条例第105条第３項第１号及び第２号に掲げる費用については、指針第１号並びに第２号イ及びロに定めるところによる。
（指定自立訓練（機能訓練）等に係る食事の提供に要する費用）
第３条　条例第146条第４項（条例第149条の４、第151条、第161条、第172条、第185条、第190条、第194条並びに第208条第３項及び第５項において準用する場合を含む。）に規定する条例第146条第３項第１号に掲げる費用については、指針第１号及び第２号イに定めるところによる。
（指定自立訓練（生活訓練）に係る食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用）
第４条　条例第157条第５項（条例第159条の４において準用する場合を含む。）に規定する条例第157条第３項第１号及び第４項第１号から第３号までに掲げる費用については、指針に定めるところによる。
（規則で定める者）
第５条　条例第157条の２第１項及び第２項（条例第159条の４において準用する場合及び条例第172条において読み替えて準用する場合を含む。）に規定する規則で定める者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第184条において準用する同令第170条の２に規定する厚生労働大臣が定める者等（平成18年厚生労働省告示第553号）に定める者とする。
（就労に向けた支援及び就労定着支援の期間）
第６条　条例第194条の２に規定する規則で定める支援は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。）第６条の10の２に定める支援とする。
２　条例第194条の２に規定する規則で定める期間は、省令第６条の10の３に定める期間とする。
附　則
この規則は、平成25年４月１日から施行する。
附　則（平成26年３月28日規則第40号）
この規則は、平成26年４月１日から施行する。
附　則（平成30年３月30日規則第44号）
この規則は、平成30年４月１日から施行する。

